
新分類
・Ｄターム

修正欄 修正前 修正後 修正理由

B2-0 定義 衛生用マスク及び安眠用眼帯（Ｃ４－０３）を除く。 衛生用マスク及び安眠用眼帯（Ｃ４－０３）を除く。
アシストス ツ（Ｊ７－７０）を除く。

定義の明確化

B7-1410 定義 ○はさみ型のものは除く。Ｋ１－１３００（はさみ・つめ切り用はさみ）へ。 ○はさみ型のものはＫ１－１３００（はさみ・つめ切り用はさみ）へ。
ただし、はさみ型のもののうち、二の字に平行な刃で爪を挟んで切るものはＢ７－１４１０。

定義の明確化

F3-3191 この分類に含ま
れる物品

「ページ押さえ」を削除 定義の明確化

F3-3191 定義 （図例）
登録1152234号、登録1149578号を削除

定義の明確化

F4-711 定義 ①一の面の全てが平面である必要はなく、一部凹凸部を有していても、その他
の平面部分が当該面の相当部分（７割程度以上、厳密に７割ということではなく
全体の構成を重視し、視覚的に明確に広範囲を占めていると意識できる程度。
以下同じ）を占めていれば、平面として取り扱う。

①一の面の全てが平面である必要はなく、一部凹凸部を有していても、その他の平面部分が当該
面の相当（７割程度以上、厳密に７割ということではなく全体の構成を重視し、視覚的に明確に広範
囲を占めていると意識できる程度。以下同じ、容器全体について言及する際も同様）部分を占めて
いれば、平面として取り扱う。

定義の明確化

F4-711 定義 また、穴や透視窓も、それが設けられている面と平面とする。 また、穴や透視窓、切り欠き等も、それが設けられている面と平面とする。 定義の明確化

F4-711 定義 ②六面全てが平面である必要はなく、六面のうち五面が平面として成立し、か
つ、五面が物品全体の相当部分を占めていればよい。

②六面全てが平面である必要はなく、六面のうち五面（互いの位置が平行または直角をなす五つ
の面をいう。以下同じ）が平面として成立し、かつ、五面が物品全体の相当部分を占めていればよ
い。

定義の明確化

F4-711 定義 ③一の面が必ずしも正方形ないし長方形である必要はない。 ③五面の形状に伴い、全体の面の数が６より多くなることを許容する。 定義の明確化

F4-711 定義 ④各面をつなぐコーナーは必ずしも直角である必要はなく（アールでもよい）、平
面が一の面の相当部分を占めていればよい。

④各面をつなぐコーナー自体は必ずしも直角である必要はなく（アールでもよい）、平面が一の面の
相当部分を占めていればよい。

定義の明確化

F4-711 定義 ⑤五面が平面として成立していれば、他が開放されていても、直方体型に含
む。

⑤五面が平面として取り扱うことができれば、他が開放されていても、直方体型に含む。 定義の明確化

H1-3402 定義 壁面（機器筐体の壁面を含む。）又は床面に埋込み、あるいは設置されるコネク
ターを分類する。
コネクターにフラッシプレートあるいはフラッシプレート取付金具等が付いている
もののみを分類する。

壁面（機器筐体の壁面を含む。）又は床面に埋込み、あるいは設置されるコネクターであって、フ
ラッシプレートあるいはフラッシプレート取付金具等が付いているものを分類する。

定義の明確化

H1-3402 定義 （図例）
・登録356060 類似２
・登録698795 類似２
・登録1023338 類似１

（図例）
・登録356060-002
・登録698795-002
・登録1023338-001

表記の統一

H1-3402 定義 （図例）
・登録8077370
（他の意匠分類との関係の図例）
・H1-3426 登録1047192

（図例）
・登録807737
（他の意匠分類との関係の図例）
・H1-34260 登録1047192

誤記の修正

H1-3433 定義 （他の意匠分類との関係の図例）
登録1128633を削除し、登録986011を追加

定義の明確化

H1-3434 定義 「４極以上の多極コネクター又は多極コネクター用ハウジングのうち、基板に固
定されるコネクター及びコネクター用ハウジングを分類する。
基板は、印刷配線板（いわゆるプリント基板）及び機器筐体を指す。
したがって、当該コネクターは、半田付けにより基板に固定されるため端子部が
露出している、あるいは、機器筐体に取り付けるための構造を有するなどの特
徴がある。」

「４極以上の多極コネクター又は多極コネクター用ハウジングのうち、基板等（印刷配線板、機器筐
体）に固定されるコネクター及びコネクター用ハウジングを分類する。
当該コネクターは、半田付けにより基板に固定されるため端子部が露出している、あるいは、機器
筐体に取り付けるための構造（フランジ等）を有するなどの特徴がある。」に修正

定義の明確化

H1-3434 定義 （図例）
登録1128633を削除

定義の明確化
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J7-43 定義 （図例）
登録1138712を削除

定義の明確化

J7-51 この分類に含まれ
る物品

・「発熱シート」を「冷却シート」に置き換え
・「温熱サポーター」を削除

定義の明確化

J7-51 定義 （図例）
登録1153059を削除

定義の明確化

K1-1300 定義 （図例）
1355202号を追加

定義の明確化

K1-1300 定義 医療用はさみ（Ｊ７－４１）を除く。 医療用はさみ（Ｊ７－４１）を除く。
二の字に平行な刃で爪を挟んで切るつめ切りは除く。Ｂ７－１４１０（つめ切り）へ。

定義の明確化
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